
 

 

 

 

 

 

 

   第５章 砂防・地すべり・急傾斜地    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

急傾斜地崩壊対策事業（広島市西区） 



 

 

 

 

 



 

１ 砂防等の概要 
 
 本県の地質は，風化が進んだ崩れやすい花崗岩（マサ土）と流紋岩等から構成され，地形も全般的

に急峻な山地が多い。 
このような地質や地形のため，長雨や集中豪雨があるたびに，がけ崩れや，渓流からの多量の土砂

流出により，公共施設，人家及び田畑の流失・埋没等の被害を受け，また尊い人命も失っている。 
このため，これらの災害を教訓とし，砂防法，地すべり等防止法，急傾斜地の崩壊による災害の防

止に関する法律及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づき，総

合的な土砂災害対策の推進を行っているところである。 
(1) 事業の概要 
ア ハード対策 

(ア) 砂防対策 
重要水系の治水機能を維持するため，水源地域の保全を図る荒廃対策，県民の生命及び財産

の安全を確保するための土石流対策を基本とし，明治３０年に「砂防法」が施行された。 
     本県には，９,９６４の土石流危険渓流があるが，このうち県の整備計画に基づき，平成 22 
    年度末までに１，８３６渓流を砂防指定地として指定し，効率的かつ重点的に堰堤及び護岸等 
    の砂防設備を整備している。 

(イ) 地すべり対策 
土地の一部が地下水等に起因してすべり，人家・農耕地・道路・河川及び橋梁等に被害を与

えている。この地すべり対策として昭和 33年に「地すべり等防止法」が施行された。 
本県には，８０の地すべり危険箇所があるが，このうち平成 22年度末までに地すべり防止
区域として指定済の２８箇所に対し，主として集水ボーリング等の地すべり防止施設を整備し

ている。 
(ウ) 急傾斜地対策 

一瞬にして人命及び財産を奪うがけ崩れ災害から国民の生命を保護するため，昭和 44年に
「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」が施行された。 
本県には，２１,９４３の急傾斜地崩壊危険箇所があるが，このうち平成 22年度末までに急

傾斜地崩壊危険区域として指定済の１，９９１箇所に対し，法枠等の急傾斜地崩壊防止施設を

整備している。 
(エ) 雪崩対策 

雪崩による災害から人命を守るため，集落の保護を対象とした制度として，雪崩対策事業が

創設され，昭和 60年度から実施されている。 
本県には，３３６の雪崩危険箇所があり，４箇所が整備済みとなっている。 

  イ ソフト対策 
    土砂災害から国民の生命，身体を守るため，土砂災害のおそれのある区域についての危険の周 

知，警戒避難体制の整備，住宅等の新規立地の抑制及び建築物の構造規制等のソフト対策を推進 
する目的で平成 13年４月１日に「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関す 
る法律（土砂災害防止法）」が施行された。 

    平成 15年３月 31日に，広島市において，全国初となる土砂災害警戒区域等の指定を行ったの
を始め，平成 22年度末までに１４市３町において８，４５４箇所を指定している。 

    引き続き，この法律に基づく基礎調査や土砂災害警戒区域等の指定を行う。 

91 



    また，県民の土砂災害への備えや警戒・避難に役立てるために，雨量気象情報，土砂災害警戒

情報，土砂災害危険箇所，土砂災害警戒区域等の情報を，インターネット及びメール通知サービ

ス等により提供している。 
  ウ 直轄砂防事業 
    平成 13年度から広島西部山系において，国（国土交通省）が事業を実施している。 
 

(2) 区域の指定及び管理区分 
          区分 
種別 指定権者 管理(監視)者 根拠法 

砂防指定地 国土交通大臣 知    事 砂防法 

地すべり防止区域 〃 〃 地すべり等防止法 

急傾斜地崩壊危険区域 知    事 〃 急傾斜地の崩壊による災害 
の防止に関する法律 

土砂災害警戒区域 〃 ― 

土砂災害特別警戒区域 〃 知    事 

土砂災害警戒区域等におけ 
る土砂災害防止対策の推進 
に関する法律 

 
(3) 区域の概況 

(H23．４．１現在) 

砂  防  指  定  地 地すべり防止区域 急傾斜地崩壊危険区域 土砂災害警戒区域等 

土石流 急傾斜 地すべり 合計 

 

  区分 

 

 

 

 

 

 

事務所 

( 支所) 

指 定 

渓流数 

指定面積 

(ha) 

指定延長 

(km) 

危 険 

渓流数 

指 定

箇所数

指定

面積

(ha)

危 険

箇所数

指 定

箇所数

指定面積

(ha) 

危 険

箇所数 警戒

区域

特別 

警戒 

区域 

警戒 

区域 

特別 

警戒 

区域 

警

戒 

区

域 

特別

警戒

区域

警戒

区域

特別

警戒

区域

西 部 ４８６ ３,６２６.９ ６３６.４ ３,２６２ ２ ２０.１ ９ ５４２ ３２３．６ ５,０２７ ４８５ ３７５ １０５１ １００３ ０ ０ １,５３６ １,３７８

呉 

(支所) 
２７３ ８３９.９ ２１７.９ ７９８ ０ ０ ０ ７３３ ４７７．６ ２,０８６ ６４３ ５１９ ８９１ ８１２ ０ ０ 1,５３４ １,３３１

廿日市 

(支所) 
１４９ ７７４.０ １８９.５ ５７５ １ ５２.１ ６ １２４ ８３．３ １,０２１ ２７５ ２４２ ３３６ ３２８ １ ０ ６１２ ５７０

安芸太田 

(支所) 
１２３ １,４２５.６ ２３１.４ ４２０ ３ １７.０ １１ ５３ ８１．２ ９１４ ３８８ ３２３ ５５７ ５５４ ０ ０ ９４５ ８７７

東広島 

(支所) 
１９０ １,７０８.８ ２５９.４ ９１６ １ １０.０ １ １７３ １７８．５ ２,８６５ ４６５ ３９２ ３９１ ３７９ ０ ０ ８５６ ７７１

東  部 １３８ ３,１８０.８ １８６.５ １,２２７ ８ １２６.３ １５ １２６ ９８．８ ３,０６８ ３２２ ２７９ ７８６ ７５９ ０ ０ １,１０８ １,０３８

三 原 

(支所) 
２４３ ２,２７５.７ ３４５.８ １,３５７ ３ ２５.８ ７ １８６ １３４．２ ３,６３８ ３８０ ３００ ６２２ ６０９ ０ ０ １,００２ ９０９

北  部 １２７ ７１３.６ １９０.５ ５１５ １ ５.１ ２ ３１ ２７.４ １,３００ １７５ １６４ ２２６ ２２３ ０ ０ ４０１ ３８７

庄 原 

(支所) 
１１１ ８８１．４ １８５.０ ８９４ ９ ２８３.１ ２９ ２３ ２９.０ ２,０２４ １５３ １３９ ３０７ ３０３ ０ ０ ４６０ ４４２

計 １,８３６ １５,４２６.８ ２,４４２.５ ９,９６４ ２８ ５３９.５ ８０ １,９９１ １,４３３.６ ２１,９４３ ３,２８６ 2,７３３ ５,１６７ ４,９７０ １ 0 ８,４５４ ７,７０３

1 渓流が複数の建設事務所（支所）管内にまたがる場合があるため，計は各建設事務所（支所）の合計に一致し

ない。 
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２ 平成 23 年度事業の内容 

（単位：千円） 

事業名 事 業 種 別 事 業 内 容 予 算 額

社 会 資 本 整 備  
総 合 交 付 金  

及 び  
地 域 自 主 戦 略  

交 付 金  

土石流危険渓流のうち４６渓流について,砂防設備の整備を行う。 
○災害関連対策 
  荒谷川（広島市，えん堤工） 
○災害時要援護者関連施設対策 
  名免羅川（東広島市，えん堤工） 
○重要交通網対策 
  安芸ヶ丘北川（広島市，えん堤工） 
土砂災害防止法に基づく基礎調査を行う。 
 

2,082,300

砂 防 激 甚 災 害 対
策 特 別 緊 急 事 業  

○庄原地区の土砂災害対策 
  篠堂川（庄原市、えん堤工）ほか 

739,000

公 
 
 
 
 
 
 
 
 
共 

計  2,821,300

通 常 砂 防 事 業 
荒廃の著しい渓流の小規模流路工事,他事業関連（西部丘陵都市関連,
ほ場整備事業関連,工業団地関連）を重点に局部的な砂防設備の整備を
行う。 

299,100単 
 
独 

計  299,100

砂 
 
 
 
防 
 
 
 
事 
 
 
 
業 

合      計  3,120,400

（地すべり対策） 

地すべり危険箇所のうち５箇所について,防止施設の整備を行う。 
○渓流 
女鹿平地区（廿日市市,抑制・抑止工） 
○その他 
藤江地区（福山市,抑制工） 
土砂災害防止法に基づく基礎調査を行う。 

155,000

社 会 資 本 整 備  
総 合 交 付 金  

及 び  
地 域 自 主 戦 略  

交 付 金  
（急傾斜地崩壊対策） 

急傾斜地崩壊危険箇所のうち 71 箇所について,防止施設の整備を行う。 
○公共関連 
筒瀬 248 地区（広島市,擁壁工） 
○一般 
宮原１丁目 70 地区（呉市,法枠工） 
土砂災害防止法に基づく基礎調査を行う。 

2,632,000

公 
 
 
 
共 

計  2,787,000

地すべり対策事業 小規模な排水工事,擁壁工事等の緊急な整備を行う。 11,000

急 傾 斜 地 崩 壊 
対 策 事 業 市町施行事業に対する工事費の補助 460,560

単 
 
独 

計  471,560

地
す
べ
り 
・ 
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策
事
業 

合      計  3,258,560
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３ 砂防等の維持管理 
 
 本県では，現在，砂防法及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づき，平成 22 年
度末までに砂防指定地１，８３６渓流及び急傾斜地崩壊危険区域１，９９１箇所を指定しているが，

この各指定地内の管理にあたっては，標識・標柱を設置し，区域を明確にするとともに，有害行為の

取締り，パトロールの強化及び警戒避難体制の整備等を行っている。また，未指定地の指定の促進や

推進に鋭意努力している。 
 また，砂防設備及び急傾斜地崩壊防止施設の維持修繕についても，緊急度の高いものから計画的に

実施している。 
 なお，急傾斜地崩壊防止施設の維持修繕のうち土砂の除去や標識の補修や更新等については，要望

のある市町に対し事務を移譲する。 
 

平成 23年度砂防等維持修繕関係予算 
                                             （単位：千円） 

区   分 種 別 事 業 内 容 予 算 額 

維 持 補 修
砂防設備の補強・補修 
除石 

砂 防 維 持 修 繕 費 
公 物 管 理 等

標識・標柱設置 
公物管理（境界杭等） 

 

４52，920 

 

 

維 持 補 修
施設の補修 
土砂の除去 

点 検 調 査 施設の点検調査 急傾斜維持修繕費 

公 物 管 理 等 標識・標柱設置 

187，780 

 

94 


